
2008 年 12 月 5 日

郵便事業株式会社(東京都千代田区、代表取締役会長 CEO 北村憲雄)は、平成２０年９月２４日

（水）に「記録系特殊取扱のサービス改定」について、総務大臣及び国土交通大臣に内国郵便約

款の変更認可申請等を行っていたところですが、本日、申請のとおり認可をいただきましたので、

お知らせします。

概要は別紙のとおりです。

なお、情報通信行政・郵政行政審議会答申書に付されている要請事項については、弊社として

真摯に受け止め、総体的に利便性が確保される施策について、策定、実行させていただくととも

に、お客さまに対して十分な周知を行なうこととします。

以 上

記録系特殊取扱のサービス改定に係る認可取得について

http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/1205_01_c02.pdf

